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学びの場の特徴 と就学までの流れ

熊本市教育委員会

総合支援課

特別支援教育に関する
就学に向けての説明会

令和９年度(2027年度)に就学を迎えるお子さまのための

就学先を選ぶ
キーワード

共生自立
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「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような
環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことが
できる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し
支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加
型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国におい
て最も積極的に取り組む課題である。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育
システム構築のための特別支援教育の推進
（報告）概要

文部科学省 平成24年7月23日

学校では・・・
●基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害の
ない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指す
べきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業
の内容がわかり学習活動に参加していける実感・達成感
を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身
に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、
そのための環境整備が必要である。

（２）インクルーシブ教育システム構築のための特別教育の推進より 文部科学省
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共生・・・こどもの発達の状況にあった
学びの場を選べるようにしながら、
共に学び合うことを目指していく。
３ 学びの場の特徴

キーワードと本日の内容

自立・・・将来の生きる力をつけるために
引継ぎや切れ目ない支援を行う。
４ 就学までの流れ

通級指導教室 小・中 約６7０名通級指導教室 小・中 約６7０名

特別支援学校 小・中 約５００名特別支援学校 小・中 約５００名

特別支援教
育の理解が
進む

在籍者
増加

R８．5現在（特別支援学校のデータはＲ７．５現在）

本市の特別支援学校・学級等の在籍者数本市の特別支援学校・学級等の在籍者数

特別支援学級 小学校 約２２３０名

中学校 約１０５０名

特別支援学級 小学校 約２２３０名

中学校 約１０５０名
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将来を見通して、どの学びの場が
子どもに合っているんだろう？

通
常
の
学
級

（知
的
・自
情

等
）

通常の学級

通
級
指
導
教
室

特別支援学級
（知的・肢体等）

特別支援学校

学びの場の特徴について学びの場の特徴について

校区の小学校での学びの場

通常の学級での学習通常の学級での学習 １クラス３５人
（中2・3年は40人）

学年の教育課程に沿って指導

担任一人が集団を一斉指導

○配慮が必要な場合は、担任やコーディネーターに相談

○専科教科によっては少人数、チームティーチングでの学習を
取り入れる

 

○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた環境、 授業づくり
 

○担任の補助としての学級支援員を配置することもある
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通級指導教室での学習通級指導教室での学習

自立活動の学習内容を指導

通級指導教室で週1回程度の
個別・小集団による活動

○言語：構音・吃音の指導、言語発達を促す活動
○難聴：言語、発音、適応指導など
○情緒：コミュニケーションの知識、技能、

社会的ルールの確認や社会的適応
○LD/ADHD：聞く・話す・読む・書く・計算する

推論する等の指導、社会的技能、
対人関係に関わる困難を克服する指導等

※自立活動・・・障がいによる学習・生活上の困難を改善・克服するための指導

教科学習を個別
指導する教室で
はありません

通常の学級在籍

〈通う学校に希望の通級指導教室がある場合〉

○通っている学校の中の通級指導教室に行く
○通級での指導終了後は、自分の教室に戻る

〈在籍の通常の学級〉
〈通級指導教室〉

週1回程度指導を受ける
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〈通う学校に希望の通級指導教室がない場合〉

通っている学校 通級指導を受ける学校
保護者送迎

〇近隣の希望する通級指導教室がある学校に行く

〇保護者の送迎
〇１・２時間目か午後の時間が多い

〈在籍の通常の学級〉 〈通級指導教室〉

週1回程度
指導を受ける

校区の小学校に希望の通級指導教室

ある ○通級指導教室の時間になったら、
自分で行く。（保護者の送迎必要なし）
○保護者との連携が必要（連絡帳・電話
連絡・面談）

ない

○近隣の通級指導教室がある学校に
保護者送迎で行く。
○1・2時間目か午後の時間に指導が
入ることが多い。
○保護者と送迎の時に連携を取りや
すい。（今日の学習の評価や在籍校・
家庭での様子を聞く。）
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R８ 特別支援学級等 設置校一覧R８ 特別支援学級等 設置校一覧

市のホームページに掲載

「さがす」をクリックし、
「特別支援学級」 と入力

特別支援学級での学習特別支援学級での学習 １クラス８人

小集団での活動・学習

○子どもの特性・ニーズに応じて指導
○通常の学級との交流及び共同学習

〈知的障がいのない子どもの場合〉

特別の教育課程によることができる

〈知的障がいのある子どもの場合〉

各教科等を合わせた指導
（日常生活の指導、生活
単元学習、作業学習（中
学校））

各教科等の学習、自立活動各教科等の学習、自立活動

※自立活動とは
障がいによる学習・生活上の困難を
改善・克服するための指導

週時数の

半分以上、
特別支援学
級で過ごす
お子さまが
対象です
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特別支援学級での学習特別支援学級での学習

自立活動

各教科等の学習

学習内容等によって、通常の学級と特別支援学級を行き来して学び、週時数
の半分以上を特別支援学級で過ごします。

知的障がいの
ない子どもの場合

特別支援学級特別支援学級通常の学級

特別支援学級での学習特別支援学級での学習

知的障がいの
あるこどもの場合

中学校では作業学習も加わります

日常生活の指導 生活単元学習

各教科等の学習 自立活動

学習内容等によって、通常の学級と特別支援学級を行き来して学び、週時数
の半分以上を特別支援学級で過ごします。

特別支援学級特別支援学級通常の学級
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視覚 ： 盲学校 聴覚 ： 熊本聾学校

知的：熊本市立あおば支援（小・中学部）
熊本県立熊本支援（小・中学部）
熊本市立平成さくら支援（高等部）
熊本県立熊本はばたき高等支援(高等部)
熊大附属支援、松橋西、大津、荒尾、菊池、
八代、ひのくに高等支援、天草、球磨、小国、
鏡わかあゆ高等支援、かもと稲田

肢体不自由：熊本かがやきの森
松橋、松橋東、芦北、苓北

病弱：黒石原

県内に２4校特別支援学校一覧特別支援学校一覧

学校所在地が
熊本市内の場合
は赤字で表記

分教室：芦北支援 佐敷分教室（芦北高校内）
松橋西支援 上益城分教室（甲佐高校内）

熊本市立あおば支援学校
（小学部・中学部）

令和２年４月開校
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特別支援学校（知的）での学習特別支援学校（知的）での学習

生活単元学習

各教科等を合わせた指導

小集団の指導

日常生活の指導

１クラス６人（学年別）
※重複の場合は3人

遊びの指導

発達段階に応じた教育課程で指導

各教科等の学習、自立活動

○教育環境（教材教具）が充実
○専門性のある教員

○身辺自立、基本的生活習慣の確立

居住地校交流
地域の学校との
交流活動

特別支援学校の時間割

R5年度あおば支援学校 小学部１・２年生
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就学先（学校）について就学先（学校）について

【原則】

校区の
小学校

・通常の学級
・通級指導教室
・特別支援学級

特別支援
学校

より専門的な
支援が必要

特別支援学校の対象となる障がいの種類と程度
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知的特別支援学級

特別支援学校

特別支援学校の対象となる障がいの種類と程度

校区の小学校へ入学する場合

・個別の指導

学級がある
→入級
学級がない

→①他学級へ入級

・校内支援で対応

→②新設を要望

通常の学級 特別支援学級

通級指導教室
→③近隣他校の小学校の

特別支援学級へ
（決定に際して教育委員会への相談が必要）

交流及び
共同学習

一部支援が必要

小学校は原則として校区の学校で就学する
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学びの場の
決定

教育委員会
審議結果と確認内容をもとに、入学先や学
びの場を決定

入学先・支援の場の決定までの流れ入学先・支援の場の決定までの流れ

来所相談
教育委員会

教育相談室
子どもの実態をもとに、入学先や支援、適
切な学びの場に関する相談を行う

審 議 就学支援委員会
相談内容をもとに、専門家による適切な学
びの場に関する審議を行う

学びの場の
確認

家庭・学校
教育委員会

事前の相談内容と就学支援委員会での審
議結果をもとに、適切な学びの場について
保護者と学校、教育委員会で確認する

就学相談 家庭・園・学校
入学先や支援の内容、適切な学びの場等
について、保護者が園や学校と相談する

○学校（教頭）へ電話連絡、訪問日の打合
せ・来年度、入学予定であること等を伝える
○コーディネーター、校長、教頭に相談
○伝えたいこと、相談したいことを事前に
まとめておくとよい

・健康面 ・必要な支援、配慮
・学級設置 ・学習環境や施設、設備
・学校の日課、行事、交流の様子など

学校訪問に備えて学校訪問に備えて

移行支援シートや医療機関等の資料をもとに相談を

学校を訪問する学校を訪問する
まずはお住まいの校区の
小学校見学・相談を！
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移行支援シート・就学支援シート

 幼稚園・保育園      小学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フ リ ガ ナ 

子どもの名前 

                性別 

            

（  ） 
生年月日 平成  年  月  日 

保 護 者 名  
保 護 者 

連 絡 先 
 

住  所  熊本市    区          

在 籍 園  
在 籍 園 

連 絡 先 
 

記 入 者  記 入 日 
令和  年  月  

日 

 

   熊本市教育委員会総合支援課 

このシートは、お子さんに必要な支援内容や方法などについて

就学先の学校に伝える際に活用するものです。 

在籍する幼稚園・保育園の先生と保護者が一緒に記入し、保護

者の方が直接、または幼稚園・保育園の先生を通して就学先へお

渡しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お子様 

フリガナ  性別 生 年 月 日 年齢 

名 前 
 

男・女 平成  年  月  日 
  

歳 

住所 
（〒    －     ） 

 熊本市 

保護者 

氏 名 

 続 柄 
連絡先 

電話番号 

自 宅  

 緊急連絡先 

（携帯等） 

 

 

 

 

私は、以下の内容を了解し、関係機関（医療・保健・福祉・教育領域）に相談する場合に使用することに

ついて同意します。 

 

 

令和  年  月  日 保護者氏名                

 

幼稚園・保育園記入欄 

記入年月日 

   令和   年   月   日 記入 

記入者名 

園名 

 

連絡先電話番号 

相談・療育・医療機関記入欄 

記入年月日 

   令和   年   月   日 記入 

記入者名 

機関名 

 

連絡先電話番号 

※年齢は記入日現在 

熊本市教育委員会総合支援課 

（熊本市東区発達支援ネットワーク会議作成） 

＊熊本市のホームページよりダウンロードできます。
入学前の2月頃（新入生説明会頃）に学校へ引きつぎを。

子どもの発達及び就学に関する相談子どもの発達及び就学に関する相談

年少
年中

年 長
小中学生

相談機関等
（こども発達

支援センター等）

教育相談室
（あいぱる）

保護者の同意が
あれば情報提供

就学関係

発達面

すべて
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①電話で相談の予約 【３６２－７０７０】
②相談、発達検査・行動観察、結果説明

○特別支援学級、特別支援学校を希望

年長から教育相談室での相談教育相談室での相談

他機関での発達検査や療育の記録
があれば、必ず持っていく

・年長時の７月頃までに電話予約をする
・年長時の10月頃までに相談を終える

教育相談室での相談教育相談室での相談

年長時の２月以降の
就学支援委員会からの審議となる。

○言語、難聴通級指導教室を希望

○情緒・LD/ADHD通級指導教室を希望

小学校入学後の７月以降の
就学支援委員会からの審議となる。

※情緒・LD/ADHD通級は、入学後の
    状況を確認した後に審議を行います。
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就学支援委員会とは就学支援委員会とは

医学、教育学、心理学、教職員

医学的な診断結果、心理学的な検査
心身の発達状態、生活や行動の情報

子どもの発達や特性に応じた
支援の場について、慎重に審議

年１４回開催

教育委員会から家庭に通知、相談、決定

学級新設を要望する場合学級新設を要望する場合

要望するには、就学支援委員会の審議が必要

①教育相談室の相談予約（４月～）早めに！

②教育相談室での相談（４～７月上旬）
③学校と新設要望についての相談（４～７月）

④就学支援委員会での審議（７～８月）

⑤新設の要望書を作成し、学校へ提出（７～８月）

⑥学校も要望書を作成し、提出（９月上旬）

⑦学級新設の可否の通知（１２月末頃）

→新設されれば就学先決定

早期の相談が必要
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新設の可否通知

相談 ・自校の通常の学級または
他の学級種の特別支援学級
・近隣他校の特別支援学級
・特別支援学校（支援学校判断がある場合）

４ 月 入 学

＊学級新設ができなかった場合のこと
も考え 事前に別の学びの場を検討
しておきましょう（結果が出る前まで）

学級新設されなかった場合学級新設されなかった場合

１２月末頃

学びの場の変更には、学校や教育相談室との相談や
就学支援委員会での審議等が必要となります。

学びの場の見直し学びの場の見直し

学びの場は成長に合わせて
見直すことができます

通常の学級

特別支援学級
知的、自閉症・情緒、
肢体不自由、病弱、
弱視、難聴

特別支援学校 通級指導教室
言語、難聴、

情緒、LD/ADHD
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入学までのスケジュール入学までのスケジュール

時期 内 容

随時 保護者と園での教育相談

随時 学校見学・相談

年長 ４月～ 教育相談室の予約

～8月末 学級新設要望書の作成

10月～11月頃 就学時健康診断

1１月までに 就学支援委員会での審議

1２月末頃 学級新設の可否通知

1月末～２月上旬 特別支援学校の入学決定の通知

2～3月頃 入学説明会

学級新設
希望の場合
８月までの
就学支援委
員会での
審議が必要

入学までのスケジュールでの注意入学までのスケジュールでの注意

１．特別支援学校希望
１０月末までに就学支援委員会の審議を終える

※ 7 /28か10/27の審議

２．学級新設希望
８月末頃までに就学支援委員会の審議を終える
※ 弱視・肢体不自由・病弱学級は7/28
※ 難聴学級は9/1 の審議
※ 知的・自情学級は8/17
※ 天明地区については、早めの相談・審議を

早めに教育相談（あいぱる）の予約を！
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○お子さんにとって一番適切な学びの場を関係者間で、

よく検討しましょう。

《園での相談、学校訪問、教育相談室での相談等》

 ○就学先の決定後は、お子さんのよりよい環境づくりや

支援の在り方について、学校としっかり話をしていきま

しょう。

《相談の窓口：特別支援教育コーディネーター》

《具体的な支援の協議の場：校内委員会》

おわりにおわりに

自立 共生

年長児からの
発達や就学、いじめや不登校の相談等

０９６－３６２－７０７０

教育相談室への相談
こどもセンター あいぱるくまもと２F

教育相談室への相談
こどもセンター あいぱるくまもと２F

来所相談予約電話 月～金 ９：００～１７：１５
来所相談（要予約） 月～金 ９：３０～１５：４５
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発達・療育に関する相談、診断等
０９６－３６６－８２４０

医師、保育士、保健師
言語聴覚士、作業療法士、
理学療法士、心理相談員、
教育支援相談員 が在籍

電話相談 月～金 ８：３０～１７：１５

来所相談（要予約） 月～金 ８：３０～１７：１５

熊本市こども発達支援センター
ウェルパルくまもと ２F

熊本市こども発達支援センター
ウェルパルくまもと ２F

特別支援教育に関する
問い合わせ、相談等

０９６－３２８－２2１７

熊本市教育委員会 総合支援課
特別支援教育室

熊本市教育委員会 総合支援課
特別支援教育室
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